
組合員の名義変更届について

今後も、組合員の皆さまのお役に立つ情報を随

時更新してまいりますので、定期的にホームペー

ジやSNSをご覧いただければ幸いです。

八代森林組合

●引越しをしたので、住所変更をしたい。

●組合員を配偶者・子ども等へ譲渡したい。

●組合員登録されている方が死亡した。

●死亡した家族の遺品から、八代森林組合の組合員関係の書類が出てきた。

上記に当てはまる方は、八代森林組合まで組合員の名義変更届の提出をお願いいたします。

名義変更届と必要な書類

①登録されている住所の変更

・・・住所変更届

②登録されている組合員から、名義を譲渡する場合

・・・持分譲渡加入届、譲受される方の印鑑証明書

③登録されている組合員が死亡して、名義を変更する場合

・・・相続加入届、現登録されている組合員名の原戸籍及び戸籍謄本

各種届は、八代森林組合から発行します。お問い合わせ・ご不明な点があれば、八代森林組合・本所

(0965-67-2231)までお電話ください。

5年以上組合利用が無い方は、組合規定14条に基づき「組合員の除名」手続きの対象となってしまいま

す。早めの相続手続きにご協力をお願いいたします。

ホームページ・SNS更新してます
八代森林組合のホームページでは、最新の行事情報や、屋外用蚊取り線香の販売価格、森林所有者向け

の公的手続きのご案内などを掲載しています。森林管理や八代森林組合に 関するご不明点がありました

ら、ホームページ内の【お問い合わせフォーム】よりお気軽にご相談ください。

また、インスタグラムやX(旧Twitter)といったSNSも始めました。業務中に出会った動物の写真や、各種

行事の様子など、八代森林組合をより身近に感じていただける投稿を行っています。ぜひフォローと

チェックをよろしくお願いいたします。
ホームぺージ

のトップ画面

です

作業の紹介

適した時期に苗木を

所定の間隔・密度で地

面に植え、根と土を密

着させて定着させる作

業です。作業時は、苗

の乾燥防止・根の曲が

り回避・植穴の整備・

斜面での作業順などに

注意する必要がありま

す 。 ◎ ◎ ◎ ◎

【植付(うえつけ)】 【下刈(したがり)】

植えた苗木が健全に

育つよう、周囲の雑

草・低木を刈り取る作

業 で す 。 ◎ ◎ ◎

これをすることで、苗

木に十分な光、水、養

分が届き、他の植物と

競合しない環境を作り

ま す 。 ◎ ◎ ◎ ◎

当組合では他にも、伐倒や林産・調査等の様々な事業を行っています！


